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低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
の
支
給

ひ
と
り
親
世
帯
分

対
象
者

①�

令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
受

給
者
の
方

②�

公
的
年
金
給
付
等
を
受
給
し
て
お
り
、

令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の

支
給
を
受
け
て
い
な
い
方
。

③�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

を
受
け
て
家
計
が
急
変
し
、
収
入
が
児

童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
と
同

じ
水
準
と
な
っ
て
い
る
方
。

申
請
に
つ
い
て

①
に
該
当
す
る
方

町
か
ら
案
内
の
う
え
、
申
請
無
し
で
支

給
さ
れ
ま
す
。

②
お
よ
び
③
に
該
当
す
る
方

７
月
19
日
（
火
）
か
ら
令
和
５
年
２
月

28
日
（
火
）
ま
で
に
必
要
書
類
を
添
え

て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類

申
請
内
容
に
よ
り
異
な
り
ま
す
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影
響
が
長
期
化
す
る
中
、
低
所
得
の
子
育
て
世
帯

の
支
援
の
た
め
、「
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
」

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

支
給
額

　

児
童
１
人
当
た
り
一
律
５
万
円

ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分

対
象
者

養
育
要
件
①
か
ら
③
の
い
ず
れ
か
に
該

当
し
、
か
つ
所
得
要
件
①
ま
た
は
②
に

該
当
す
る
方

養
育
要
件

①
令
和
４
年
４
月
分
の
手
当
受
給
者

令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
手
当
も
し
く

は
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
の
方

②
新
規
認
定
者

令
和
４
年
５
月
分
か
ら
令
和
５
年
３
月

分
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
月
分
の
児
童
手

当
も
し
く
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受

給
資
格
ま
た
は
額
の
改
定
の
認
定
を
受

け
た
方

③
高
校
生
世
帯
の
養
育
者

令
和
４
年
３
月
31
日
に
お
い
て
、
平
成

16
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
19
年
４
月
１

日
ま
で
の
間
に
出
生
し
た
児
童
を
養
育

す
る
者
で
あ
っ
て
、
本
町
に
住
所
を
有

す
る
方
ま
た
は
令
和
４
年
４
月
１
日
以

後
に
、
当
該
児
童
を
養
育
し
、
本
町
に

住
所
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
方

所
得
要
件

①
令
和
４
年
度
町
民
税
均
等
割
非
課
税
者

令
和
４
年
度
町
民
税
均
等
割
が
非
課
税

で
あ
る
方
ま
た
は
町
の
条
例
の
定
め
に

よ
り
当
該
町
民
税
を
免
除
さ
れ
た
方

②
令
和
４
年
１
月
以
降
家
計
急
変
者

所
得
要
件
①
以
外
の
方
の
う
ち
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受

け
て
家
計
が
急
変
し
、
令
和
４
年
１
月

以
降
の
任
意
の
月
の
収
入
が
令
和
４
年

度
町
民
税
均
等
割
非
課
税
相
当
と
な
っ

て
い
る
方
。

申
請
に
つ
い
て

▽�

養
育
要
件
①
ま
た
は
②
に
該
当
し
、
所

得
要
件
①
に
該
当
す
る
方

　

町
か
ら
案
内
の
う
え
、
申
請
無
し
で
支

給
さ
れ
ま
す
。

▽�

養
育
要
件
①
か
ら
③
の
い
ず
れ
か
に
該

当
し
、
所
得
要
件
①
以
外
の
方
で
所
得

要
件
②
に
該
当
す
る
方

必
要
書
類
を
添
付
の
う
え
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

必
要
書
類

▽�
任
意
の
月
の
収
入
が
分
か
る
も
の

（
例
）
給
与
明
細
書
、
公
的
年
金
振
込
通

知
書
、
帳
簿
（
事
業
主
の
方
）、
不
動
産

収
入
が
確
認
で
き
る
書
類
等

▽�

預
金
通
帳

▽�

本
人
確
認
が
で
き
る
書
類

申
請
期
間　

７
月
19
日
（
火
）
か
ら
令
和
５
年
２
月

28
日
（
火
）
ま
で

支
給
額

　

児
童
１
人
当
た
り
一
律
５
万
円

そ
の
他

既
に
ひ
と
り
親
世
帯
分
で
給
付
を
受
け

た
方
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
（
家
庭
状
況

が
変
わ
る
場
合
を
除
く
）。

申
請
窓
口
お
よ
び
問
合
せ
先

　

福
祉
こ
ど
も
課　

蘂
94
ー

１
２
２
２

※�

厚
生
労
働
省
・
本
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

も
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

日�

時　

7
月
23
日
（
土
）　

午
前
10
時
か
ら

正
午

※
受
付
９
時
45
分
か
ら

場
所　

オ
ー
ク
マ
温
水
プ
ー
ル

主
催　

大
口
町
水
泳
協
会

※�

事
前
申
込
み
は
不
要
で
す
。
当
日
、
水

泳
の
準
備
を
し
て
ロ
ビ
ー
受
け
付
け
ま

で
お
越
し
く
だ
さ
い
。
詳
し
い
内
容
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

　
蘂
０
９
０
ー
８
３
２
３
ー
３
１
０
１（
牧
野
）

　
大
口
町
ス
プ
リ
ン
ト

水
泳
大
会


